
 

 

 
平成 24 年 2月 22 日 

各      位 
東 京 都 品 川 区 東 品 川 四 丁 目 12 番 ８ 号 
株 式 会 社 Ｓ Ｊ Ｉ 
代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長  李  堅 

（ＪＡＳＤＡＱ：２３１５） 
問 合 せ 先 ： 
常務執行役員 コーポレート統轄本部長 大槻 二郎 

℡ 0 3 - 5 7 6 9 - 8 2 0 0（代表） 
 
 

監理銘柄（確認中）指定解除に関するお知らせ 
 
 

当社株式は、平成 24 年２月 14 日付けで監理銘柄（確認中）に指定されておりましたが、本日、大阪証
券取引所から、平成 24 年２月 23 日付けで当該指定を解除する旨の発表がありましたので、下記の通りお
知らせいたします。 
 

記 
 
当社株式は、平成 24 年２月 14 日に公表いたしました「平成 24 年３月期第３四半期報告書の提出遅延

のお知らせ」におきまして、当社が金融商品取引法に定められた提出期限の平成 24 年２月 14 日までに平

成 24 年３月期第３四半期報告書を提出できない旨の開示を行ったことにより、大阪証券取引所から、平成

24 年２月 14 日付で監理銘柄（確認中）に指定されておりました。 
本日、当社が平成 24 年３月期第３四半期報告書を関東財務局へ提出しましたことにより、大阪証券取引

所から、平成 24 年２月 23 日付で当社に対する監理銘柄（確認中）の指定を解除する旨の発表がありまし

た。 
 
このたびは、株主、投資家および取引先の皆様ならびに市場関係者の皆様をはじめ、ステークホルダー

の皆様には大変なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 
当社は、信頼回復に努めてまいる所存でございます。何卒、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し

上げます。 
以上 

 


